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対前年同期増加率の推移（金融業、保険業を除く） （単位：％、億円）◆売上高（金融業、保険業を除く）
製造業は増収、非製造業は減収
売上高は、408兆6,614億円で、対前年同期増加率（以下、「増加
率」という）は1.1％となりました。業種別にみると、製造業は4.5％、非
製造業は▲0.3％となりました。
◆経常利益（金融業、保険業を除く）　
製造業、非製造業ともに増益
経常利益は、32兆6,271億円で、増加率は14.6％となりました。
業種別にみると、製造業は42.9％、非製造業は1.4％となりました。
◆設備投資（金融業、保険業を除く）　
製造業は減少、非製造業は増加
設備投資額は、18兆8,064億円で、増加率は0.0％となりました。
業種別にみると、製造業は▲0.4％、非製造業は0.3％となりました。
なお、ソフトウェア投資額を除いた設備投資額は16兆5,662億円で、
増加率は▲1.4％となりました。

 ー令和８年１～３月期調査

回答法人数 　23,136社 （18,998社）
回 答 率 　72.１％     （72.3％）
（　）書きは金融業、保険業を除いた数値です。

財務省法人企業統計調査 　この調査は、統計法に基づく基幹統計として資本金１千万円以上の営利法人等を対象
に、企業活動の短期的動向を把握することを目的として、四半期ごとの仮決算計数を調査
しているものです。
　以下は、令和８年６月１日に発表した令和８年１～３月期の調査結果の概要です。

「法人企業統計調査」は、統計法に基づく基幹統計に指定されており、調査の対象となった
法人様には調査票を提出する義務がございますので、必ず提出期限までに財務省（財務局・
財務事務所）への提出をお願いします。
なお、次回令和８年４～６月期の調査票の提出期限は令和８年８月10日、結果の公
表は令和８年９月１日の予定です。

売上高
　全産業
　　製造業
　　非製造業
経常利益
　全産業
　　製造業
　　非製造業
設備投資
　全産業

　　製造業

　　非製造業

（注）設備投資の（　）書きは、ソフトウェア投資額を除いたベース。
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金
融
資
産
の
消
滅
範
囲
に
関
す
る
改
正

金
融
商
品
会
計
基
準
等
、公
表
─
Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｊ

会
　
　
計

去
る
５
月
28
日
、
企
業
会
計
基
準

委
員
会
は
、
第
５
７
７
回
企
業
会
計

基
準
委
員
会
を
開
催
し
た
。

主
な
審
議
事
項
は
以
下
の
と
お
り
。

譲
受
人
が
Ｓ
Ｐ
Ｃ
で
あ
る
場
合
の

金
融
資
産
の
消
滅
範
囲
の
明
確
化

前
回
（
２
０
２
６
年
６
月
10
日
号

（
№
１
７
７
８
）
情
報
ダ
イ
ジ
ェ
ス

ト
参
照
）
に
引
き
続
き
、
企
業
会
計

基
準
公
開
草
案
97
号
（
企
業
会
計
基

準
10
号
の
改
正
案
）「
金
融
商
品
に

関
す
る
会
計
基
準
（
案
）」
等
の
文

案
等
に
つ
い
て
審
議
が
行
わ
れ
た
。

出
席
委
員
全
員
の
賛
成
で
公
表
議
決

さ
れ
た（
６
月
２
日
公
表
。（https://

w
w
w
.asb-j.jp/jp/accounting_

standards/y2026/2026-0602.
htm
l

））。

金
融
資
産
の
減
損

前
回
（
２
０
２
６
年
６
月
10
日
号

（
№
１
７
７
８
）
情
報
ダ
イ
ジ
ェ
ス

ト
参
照
）
に
引
き
続
き
、
金
融
資
産

の
減
損
に
関
す
る
企
業
会
計
基
準
公

開
草
案
89
号
（
企
業
会
計
基
準
10
号

の
改
正
案
）「
金
融
商
品
に
関
す
る

会
計
基
準
（
案
）」
等
の
コ
メ
ン
ト

対
応
に
つ
い
て
審
議
が
行
わ
れ
た
。

「
公
開
草
案
に
『
実
効
金
利
法
に
お

け
る
利
息
法
を
採
用
し
て
い
る
場
合

の
算
定
は
先
入
先
出
法
に
よ
る
』
と

記
載
が
あ
る
が
、
先
入
先
出
法
以
外

の
方
法
を
認
め
て
ほ
し
い
」
と
の
コ

メ
ン
ト
に
対
し
て
、事
務
局
か
ら
「
実

効
金
利
法
を
採
用
し
て
い
る
と
き
の

売
却
原
価
の
算
定
に
つ
い
て
の
定
め

を
削
除
す
る
」
提
案
が
示
さ
れ
た
。

委
員
か
ら
は
、
事
務
局
案
を
支
持

す
る
意
見
が
多
く
聞
か
れ
た
。

金
融
商
品
の
分
類
・
測
定

前
回
専
門
委
員
会
（
２
０
２
６
年

６
月
10
日
号
（
№
１
７
７
８
）
情
報

ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
参
照
）に
引
き
続
き
、

金
融
商
品
の
分
類
・
測
定
に
関
し
て

予
想
信
用
損
失
モ
デ
ル
の
適
用
範
囲

と
関
連
す
る
領
域
で
あ
る
フ
ェ
ー
ズ

１
の
検
討
項
目
の
う
ち
、
次
の
論
点

に
つ
い
て
事
務
局
分
析
が
示
さ
れ
審

議
さ
れ
た
。

⑴　
複
合
金
融
商
品
で
あ
る
金
融
資

産
に
組
み
込
ま
れ
た
デ
リ
バ
テ
ィ

ブ
の
取
扱
い

複
合
金
融
商
品
に
関
す
る
Ｉ
Ｆ
Ｒ

Ｓ
９
号
「
金
融
商
品
」
と
金
融
商
品

会
計
基
準
等
の
定
め
を
確
認
し
た
う

え
で
、
複
合
金
融
商
品
で
あ
る
金
融

資
産
に
組
み
込
ま
れ
た
デ
リ
バ
テ
ィ

ブ
の
取
扱
い
に
関
し
て
、「
組
込
デ

リ
バ
テ
ィ
ブ
の
区
分
処
理
の
定
め
を

残
す
べ
き
か
ど
う
か
」、「
そ
の
定
め

を
維
持
し
た
場
合
の
影
響
」
に
つ
い

て
分
析
が
示
さ
れ
た
。

⑵　
Ｓ
Ｐ
Ｐ
Ｉ
要
件
に
基
づ
く
ア
プ

ロ
ー
チ
の
採
用

金
融
資
産
の
分
類
ア
プ
ロ
ー
チ
に

つ
い
て
、
仮
に
Ｓ
Ｐ
Ｐ
Ｉ
要
件
に
関

す
る
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
９
号
の
ア
プ
ロ
ー
チ

を
取
り
入
れ
る
場
合
に
は
、
判
断
が

必
要
と
な
る
領
域
を
相
対
的
に
小
さ

く
す
る
対
応
を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と

が
考
え
ら
れ
る
と
分
析
さ
れ
た
。
そ

の
対
応
と
し
て
次
の
２
つ
の
方
向
性

が
示
さ
れ
た
。

案
１
：
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
９
号
の
Ｓ
Ｐ
Ｐ
Ｉ

要
件
に
関
す
る
定
め
を
す
べ
て
取

り
入
れ
る
。

案
２
：
組
込
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
の
区
分

処
理
の
影
響
を
除
い
て
Ｓ
Ｐ
Ｐ
Ｉ

要
件
を
適
用
し
た
場
合
と
同
様
の

結
果
と
な
る
よ
う
に
、
現
行
の
取

扱
い
を
踏
襲
し
、
実
務
に
お
い
て

一
般
的
と
考
え
ら
れ
る
金
融
資
産

ご
と
に
個
別
の
定
め
を
設
け
る
。

委
員
か
ら
は
、「
現
実
的
な
対
応
」

な
ど
、
案
２
を
支
持
す
る
意
見
が
聞

か
れ
た
一
方
、「
案
２
で
新
し
い
金
融

商
品
を
す
べ
て
書
き
込
め
る
か
」
と

案
１
を
支
持
す
る
意
見
も
聞
か
れ
た
。
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会
計・監
査・開
示

〝
来
し
方
行
く
末
〟

連
結
財
務
諸
表
の
特
徴
②

～
作
成
⑸
～

公
認
会
計
士 

市
川　

育
義

連
結
財
務
諸
表
作
成
プ
ロ
セ
ス（
前

段
階
）
の
論
点
の
う
ち
、
前
回
ま
で
の

「
⑴
子
会
社
の
判
定
」
に
続
き
、
今

回
は
、「
⑵
関
連
会
社
の
判
定
」
に
つ

い
て
解
説
す
る
。

関
連
会
社
は
、
親
会
社
の
支
配
が

及
ば
な
い
た
め
、
連
結
対
象
と
は
な

ら
な
い
が
、
事
業
遂
行
上
重
要
な
影

響
を
及
ぼ
す
た
め
、
持
分
法
の
適
用

対
象
と
さ
れ
て
い
る
（
連
結
上
の
み
）。

関
連
会
社
の
定
義
は
次
の
と
お
り

で
あ
る
（
持
分
法
会
計
基
準
5
項
）。

「
関
連
会
社
」
と
は
、
企
業
（
当

該
企
業
が
子
会
社
を
有
す
る
場
合
に

は
、
当
該
子
会
社
を
含
む
。）
が
、

出
資
、
人
事
、
資
金
、
技
術
、
取
引

等
の
関
係
を
通
じ
て
、
子
会
社
以
外

の
他
の
企
業
の
財
務
及
び
営
業
又
は

事
業
の
方
針
の
決
定
に
対
し
て
重
要

な
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
場

合
に
お
け
る
当
該
子
会
社
以
外
の
他

の
企
業
を
い
う
。

関
連
会
社
の
判
定
に
お
い
て
も
、

持
株
比
率
と
い
っ
た
形
式
判
定
で
は
な

く
、
重
要
な
影
響
の
状
況
を
踏
ま
え

た
実
質
判
定
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

そ
し
て
こ
の
場
合
も
、
適
切
な
実

質
判
定
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
た
め
、
具

体
的
な
判
定
基
準
と
し
て
３
つ
の
推

定
規
定
が
設
定
さ
れ
て
い
る
（
持
分

法
会
計
基
準
５
─
２
項
）。

①　
「
議
決
権
所
有
割
合
が
20
％
以

上
」

②　
「
議
決
権
所
有
割
合
が
15
％
以

上
20
％
未
満
」
か
つ
「
重
要
な

影
響
が
推
測
さ
れ
る
一
定
の
事

実
が
存
在
」

③　
「
緊
密
な
者
等
と
合
わ
せ
て
議

決
権
所
有
割
合
が
20
％
以
上
」

か
つ
「
重
要
な
影
響
が
推
測
さ

れ
る
一
定
の
事
実
が
存
在
」

子
会
社
の
推
定
規
定
と
比
較
す
る

と
、
関
連
会
社
の
推
定
規
定
で
は
、

主
に
次
の
点
が
相
違
し
て
い
る
。

◆
議
決
権
所
有
割
合
20
％
を
起
点
と

し
て
い
る
こ
と

子
会
社
判
定
に
お
い
て
は
最
高
意

思
決
定
機
関
で
あ
る
株
主
総
会
に
お

け
る
議
決
権
所
有
割
合
（
過
半
数
）

を
起
点
と
し
て
、
各
推
定
規
定
が
設

定
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
関

連
会
社
判
定
に
お
い
て
は
、
議
決
権

所
有
割
合
20
％
を
起
点
と
し
て
い
る
。

こ
の
20
％
は
、
過
半
数
の
議
決
権
所

有
割
合
の
よ
う
に
特
別
な
権
限
で
サ

ポ
ー
ト
さ
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。

◆「
重
要
な
影
響
」を
キ
ー
ワ
ー
ド
と

し
て
い
る
こ
と

子
会
社
判
定
に
お
い
て
は
「
意
思

決
定
機
関
の
支
配（
支
配
力
）」が
キ
ー

ワ
ー
ド
と
な
っ
て
お
り
、
関
連
会
社
判

定
に
お
い
て
は
「
重
要
な
影
響
（
影
響

力
）」
が
キ
ー
ワ
ー
ド
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
た
め
、
子
会
社
判
定
の
基
準
は

支
配
力
基
準
、
関
連
会
社
判
定
の
基

準
は
影
響
力
基
準
と
称
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
影
響
力
に
つ
い
て
は
、「
重
要

な
影
響
が
推
測
さ
れ
る
一
定
の
事
実
」

と
し
て
、
次
の
事
項
が
例
示
さ
れ
て

い
る
。

・
人
事
関
係
：
取
締
役
等
の
派
遣

・
資
金
関
係
：
重
要
な
融
資
の
実
行

・
技
術
関
係
：
重
要
な
技
術
の
提
供

・
取
引
関
係
：
重
要
な
取
引
の
存
在

【
そ
の
他
の
留
意
事
項
】

関
連
会
社
の
範
囲
は
以
上
で
は
完

結
せ
ず
、こ
の
他
に「
共
同
支
配
企
業
」

が
含
ま
れ
る
こ
と
に
留
意
す
る
必
要

が
あ
る
。

企
業
結
合
会
計
基
準
に
お
い
て
は
、

共
同
支
配
企
業
の
形
成
時
の
会
計
処

理
が
規
定
さ
れ
、
連
結
財
務
諸
表
上
、

共
同
支
配
企
業
に
対
す
る
投
資
に
つ
い

て
持
分
法
を
適
用
す
る
と
さ
れ
て
い

る
。こ

の
た
め
、
こ
れ
に
対
応
し
て
、
財

務
諸
表
等
規
則
８
条
6
項
4
号
に
お

い
て
、
共
同
支
配
企
業
は
関
連
会
社

と
規
定
さ
れ
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
厳
密
に
は
関
連
会
社

の
判
定
基
準
は
3
つ
で
な
く
4
つ
あ
る

と
い
う
こ
と
に
な
る
。 

排
出
量
取
引
制
度

前
回
専
門
委
員
会
（
２
０
２
６
年

６
月
10
日
号
（
№
１
７
７
8
）
情
報

ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
参
照
）
に
引
き
続

き
、
排
出
量
取
引
制
度
に
係
る
会
計

上
の
取
扱
い
に
つ
い
て
審
議
が
行
わ

れ
た
。

主
な
審
議
事
項
は
次
の
と
お
り
。

⑴　
制
度
対
象
事
業
者
の
排
出
枠
の

売
却
の
会
計
処
理

排
出
枠
の
売
却
時
の
会
計
処
理
に

つ
い
て
、
投
機
目
的
で
は
な
く
と
も

制
度
対
象
事
業
者
が
経
済
合
理
性
の

た
め
に
排
出
枠
の
取
引
を
行
う
こ
と

が
想
定
さ
れ
る
な
ど
の
意
見
が
聞
か

れ
た
こ
と
を
踏
ま
え
、
制
度
対
象
事

業
者
が
保
有
義
務
の
充
足
以
外
の
目

的
で
排
出
枠
の
取
引
を
行
う
こ
と
が

あ
る
と
想
定
し
た
場
合
の
会
計
処
理

に
つ
い
て
検
討
が
行
わ
れ
た
。

①　
無
償
割
当
の
排
出
枠
と
購
入
し

た
排
出
枠
の
違
い

事
務
局
か
ら
、
無
償
割
当
の
排
出

枠
と
購
入
し
た
排
出
枠
を
区
別
し
た

う
え
で
、
購
入
し
た
排
出
枠
に
つ
い

て
は
、
無
償
割
当
の
排
出
枠
と
は
異

な
る
売
却
の
会
計
処
理
を
検
討
す
る

案
が
示
さ
れ
た
。

委
員
か
ら
は
、
賛
同
す
る
意
見
が

聞
か
れ
た
一
方
、「
無
償
割
当
の
排

出
枠
と
購
入
し
た
排
出
枠
を
区
別
す

る
の
は
複
雑
に
な
る
」
な
ど
の
意
見

も
聞
か
れ
た
。

②　
購
入
し
た
排
出
枠
の
売
却
の
会

計
処
理

事
務
局
か
ら
、
制
度
対
象
事
業
者

の
購
入
し
た
排
出
枠
を
保
有
目
的
等

に
応
じ
て
分
類
す
る
か
ど
う
か
に
つ

い
て
、「
購
入
し
た
排
出
枠
を
保
有

目
的
等
で
分
類
し
な
い
」
と
す
る
事

務
局
案
が
示
さ
れ
た
。

⑵　
制
度
対
象
事
業
者
の
引
当
金
の

会
計
処
理

排
出
実
績
量
が
無
償
割
当
の
排
出

枠
の
量
を
上
回
る
場
合
の
引
当
金
の

会
計
処
理
に
関
す
る
論
点
に
つ
い

て
、
次
の
対
応
案
が
示
さ
れ
た
。

①　
引
当
金
の
計
上
要
件
に
該
当
す

る
時
点
…
割
当
年
度
が
開
始
し
制

度
対
象
事
業
者
に
よ
り
算
定
対
象

と
な
る
二
酸
化
炭
素
の
排
出
が
行

わ
れ
た
時
点
。

②　
費
用
計
上
に
係
る
「
当
期
の
負
担

に
属
す
る
金
額
」
…
引
当
金
の
計

上
要
件
を
満
た
し
た
時
点
で
、
割

当
年
度
の
排
出
実
績
量
見
込
み
に

対
す
る
当
該
時
点
ま
で
の
排
出
の

進
捗
を
加
味
し
て
配
分
し
た
金
額
。

③　
無
償
割
当
の
排
出
枠
の
２
年
度

分
保
有
と
引
当
金
の
関
係
…
当
割

当
年
度
の
償
却
日
に
お
い
て
２
年

度
分
の
無
償
割
当
の
排
出
枠
を
保

有
し
て
い
た
と
し
て
も
、
翌
割
当

年
度
の
無
償
割
当
の
排
出
枠
を
加

味
し
な
い
。
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Ｓ
Ｈ
Ｋ
制
度
に
係
る
実
務
対
応
基
準
、

公
表
議
決
へ
─
Ｓ
Ｓ
Ｂ
Ｊ

会
　
　
計

Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
20
号「
規
制
資
産
及
び
規
制

負
債
」、公
表
─
Ｉ
Ａ
Ｓ
Ｂ

国
際
会
計

気
候
関
連
開
示
規
則
の
撤
回
案
、公
表

─
Ｓ
Ｅ
Ｃ

国
際
会
計

去
る
５
月
26
日
、
Ｓ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
は
第

69
回
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
基
準
委
員

会
を
開
催
し
た
。

主
な
審
議
事
項
は
次
の
と
お
り
。

Ｓ
Ｈ
Ｋ
制
度
に
係
る
実
務
対
応

基
準前

回
（
２
０
２
６
年
６
月
１
日
号

（
№
１
７
７
７
）
情
報
ダ
イ
ジ
ェ
ス

ト
参
照
）
に
引
き
続
き
、
サ
ス
テ
ナ

ビ
リ
テ
ィ
開
示
実
務
対
応
基
準
公
開

草
案
１
号
「
温
対
法
に
お
け
る
Ｓ
Ｈ

Ｋ
制
度
の
定
め
る
方
法
に
よ
り
測
定

し
報
告
す
る
温
室
効
果
ガ
ス
排
出
を

用
い
て
『
気
候
基
準
』
の
定
め
に
従

う
場
合
の
測
定
及
び
開
示（
案
）」（
以

下
、「
本
公
開
草
案
」
と
い
う
）
に

寄
せ
ら
れ
た
コ
メ
ン
ト
対
応
に
つ
い

て
、
前
回
ま
で
の
審
議
を
踏
ま
え
た

「
公
表
に
あ
た
っ
て
」
の
文
案
に
つ

い
て
審
議
さ
れ
た
。

委
員
か
ら
は
、賛
意
が
聞
か
れ
た
。

次
回
（
６
月
８
日
開
催
予
定
）
公

表
議
決
さ
れ
、
６
月
に
最
終
化
す
る

目
標
が
示
さ
れ
た
。

Ｓ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
基
準
へ
の
言
及
に
関
す

る
注
意
喚
起
文
書
の
公
表

有
報
の
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
関
連

記
載
事
項
の
開
示
に
あ
た
り
、
Ｓ
Ｓ

Ｂ
Ｊ
基
準
の
す
べ
て
の
定
め
に
準
拠

し
て
い
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
有
報

で
Ｓ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
基
準
に
言
及
し
て
い
る

企
業
が
見
受
け
ら
れ
て
い
る
。

Ｓ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
基
準
の
す
べ
て
の
定
め

に
準
拠
し
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
Ｓ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
基
準
に
準
拠
し
て
い

る
か
の
よ
う
な
誤
解
を
生
じ
さ
せ
る

可
能
性
が
あ
る
表
現
を
用
い
て
Ｓ
Ｓ

Ｂ
Ｊ
基
準
に
言
及
す
る
こ
と
は
不
適

切
で
あ
る
と
し
て
、
事
務
局
は
、
有

報
に
お
け
る
Ｓ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
基
準
へ
の
言

及
に
つ
い
て
、
注
意
喚
起
文
書
と
し

て
公
表
す
る
こ
と
を
提
案
し
た
。

本
文
書
は
、
Ｓ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
基
準
の
す

べ
て
の
定
め
に
準
拠
し
て
い
な
い
場

合
、
不
適
切
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る

記
載
、
将
来
の
Ｓ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
基
準
へ
の

準
拠
に
関
す
る
言
及
等
に
関
す
る
Ｓ

Ｓ
Ｂ
Ｊ
の
考
え
を
ま
と
め
た
も
の
。

委
員
か
ら
は
異
論
は
聞
か
れ
な

か
っ
た（
５
月
29
日
公
表
。（https://

w
w
w
.ssb

j.jp
/jp
/related

_
in
fo
rm
atio

n
/d
isclo

su
re_

notice.htm
l

））。

去
る
５
月
27
日
、
国
際
会
計
基
準

審
議
会
（
Ｉ
Ａ
Ｓ
Ｂ
）
は
、
新
た
な

基
準
書
で
あ
る
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
20
号
「
規

制
資
産
及
び
規
制
負
債
」（
以
下
、「
Ｉ

Ｆ
Ｒ
Ｓ
20
号
」
と
い
う
）
を
公
表
し

た
。こ

れ
は
、
特
定
の
料
金
規
制
の
対

象
と
な
る
企
業
の
た
め
の
新
た
な
基

準
書
で
あ
り
、
投
資
家
等
が
、
料
金

規
制
が
企
業
の
財
務
業
績
、
財
政
状

態
、
お
よ
び
将
来
の
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・

フ
ロ
ー
の
見
通
し
に
及
ぼ
す
影
響
を

よ
り
理
解
で
き
る
こ
と
を
目
的
と
し

て
い
る
。

Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
20
号
の
内
容

Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
20
号
は
、
顧
客
に
課
す

こ
と
の
で
き
る
料
金
の
金
額
お
よ
び

時
期
を
決
定
す
る
料
金
規
制
に
企
業

が
従
う
場
合
に
適
用
さ
れ
、
電
力
・

ガ
ス
な
ど
の
企
業
や
、
バ
ス
・
鉄
道

な
ど
の
企
業
が
通
常
は
対
象
と
な

る
。Ｉ

Ｆ
Ｒ
Ｓ
20
号
が
想
定
す
る
状
況

で
は
、
企
業
が
財
や
サ
ー
ビ
ス
を
提

供
す
る
時
期
と
、
顧
客
か
ら
収
入
を

得
る
時
期
が
異
な
る
こ
と
が
あ
り
、

こ
の
よ
う
な
タ
イ
ミ
ン
グ
の
ず
れ
が

生
じ
る
場
合
に
は
、
損
益
計
算
書
に

計
上
す
る
収
益
と
、
貸
借
対
照
表
に

認
識
す
る
資
産
お
よ
び
負
債
は
、
企

業
が
そ
の
期
間
に
提
供
し
た
財
や

サ
ー
ビ
ス
の
実
態
を
表
す
の
が
難
し

い
こ
と
が
あ
る
。

Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
20
号
で
は
こ
れ
を
「
時

点
差
異
」
と
呼
ん
で
お
り
、
企
業
の

財
務
諸
表
に
時
点
差
異
に
よ
る
影
響

を
反
映
さ
せ
る
こ
と
を
求
め
て
い

る
。

ま
た
、
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
20
号
は
、
会
計

上
の
実
務
の
多
様
性
を
減
ら
し
、
企

業
間
の
比
較
可
能
性
を
改
善
す
る
こ

と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ

20
号
は
、
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
15
号
「
顧
客
と

の
契
約
か
ら
生
じ
る
収
益
」
に
よ
り

提
供
さ
れ
る
情
報
を
補
足
し
、
Ｉ
Ｆ

Ｒ
Ｓ
14
号
「
規
制
繰
延
勘
定
」
に
代

わ
る
基
準
書
で
あ
る
。

適
用
関
係

Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
20
号
は
、
２
０
２
９
年

１
月
１
日
以
降
に
開
始
す
る
事
業
年

度
か
ら
適
用
さ
れ
、
企
業
は
当
該
基

準
書
を
早
期
適
用
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

去
る
５
月
29
日
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
は
、
気
候

関
連
開
示
規
則
の
撤
回
を
提
案
し
た
。

Ｓ
Ｅ
Ｃ
は
、２
０
２
４
年
３
月
に
、

１
９
３
３
年
証
券
法
と
１
９
３
４
年

証
券
取
引
法
に
基
づ
く
規
則
の
改
正

を
承
認
し
、
温
室
効
果
ガ
ス
排
出
、

気
候
関
連
リ
ス
ク
の
管
理
、
激
し
い

気
象
現
象
の
財
務
諸
表
へ
の
影
響
な

ど
、
気
候
関
連
事
項
に
つ
い
て
、
上

場
企
業
に
対
し
て
詳
細
な
開
示
を
義

務
づ
け
た
。
し
か
し
、
規
則
公
表

後
、
規
則
の
反
対
者
が
規
則
の
執
行

停
止
の
申
立
て
を
行
い
、Ｓ
Ｅ
Ｃ
は
、

２
０
２
４
年
４
月
に
、
裁
判
所
で
の

裁
判
完
了
ま
で
規
則
の
執
行
を
停
止

し
、
さ
ら
に
、
２
０
２
５
年
３
月
に

は
、
規
則
の
擁
護
を
終
了
す
る
こ
と

を
決
議
し
た
。
ま
た
、
裁
判
所
は
、

２
０
２
５
年
９
月
に
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
に
規

則
の
再
検
討
を
促
し
て
い
た
。

Ｓ
Ｅ
Ｃ
は
、「
気
候
変
動
に
関
す

る
開
示
規
則
の
制
定
は
Ｓ
Ｅ
Ｃ
の
法

定
権
限
の
範
囲
を
超
え
て
い
る
」
と

い
う
規
則
反
対
者
の
か
ね
て
か
ら
の

主
張
を
認
め
て
い
る
。

撤
回
の
提
案
に
関
す
る
コ
メ
ン
ト

は
、
連
邦
官
報
に
掲
載
後
60
日
間
、

募
集
さ
れ
る
。
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米
Ｐ
Ｃ
Ｅ
再
加
速
と
Ｆ
Ｒ
Ｂ
政
策
運
営

の
行
方

金
　
　
融

日
経
平
均
株
価
、史
上
最
高
値
を
更
新

証
　
　
券

この10日間に公表・公布された経理関係重要法規等
日　付 法　規　等 出　所 備　考

2026年
5月26日

投資法人の計算に関す
る規則の一部を改正す
る内閣府令（案）

金融庁
投資法人の資産運用報告等について、ウェブサイトに掲載することにより投資主に提供
することができるよう、規定の整備を行うもの。コメント期限は６月25日。
https://www.fsa.go.jp/news/r7/shouken/20260526/20260526.html

2026年
5月28日

「国税徴収法基本通達」
の一部改正について
（法令解釈通達）

国税庁

事業性融資の推進等に関する法律の創設に伴う企業価値担保権の実行手続等に関する
改正、および令和６年度税制改正による国税徴収法の改正等（長期間にわたり供託された
換価代金等の配当がされない事態へ対応するための措置の整備等）に伴い、所要の整備を
図ったもの。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/chosyu/kaisei/260520/01.htm

米
商
務
省
が
５
月
28
日
に
発
表

し
た
４
月
の
個
人
消
費
支
出
（
Ｐ

Ｃ
Ｅ
）
価
格
指
数
は
、
前
月
比
０
・

４
％
、
前
年
同
月
比
３
・
８
％
の
上

昇
と
な
っ
た
。
食
品
と
エ
ネ
ル
ギ
ー

を
除
く
コ
ア
Ｐ
Ｃ
Ｅ
価
格
指
数
も
前

月
比
０
・
２
％
、
前
年
同
月
比
３
・

３
％
上
昇
し
、
５
月
22
日
に
就
任
し

た
ウ
ォ
ー
シ
ュ
Ｆ
Ｒ
Ｂ
議
長
の
下
で

初
め
て
確
認
さ
れ
る
主
要
物
価
指
標

と
な
っ
た
。
総
合
Ｐ
Ｃ
Ｅ
の
前
年
同

月
比
は
、
１
月
、
２
月
が
と
も
に
２
・

９
％
だ
っ
た
後
、
３
月
に
３
・
５
％

へ
上
昇
し
、
４
月
に
は
３
・
８
％
ま

で
伸
び
を
高
め
た
。
前
月
比
で
み
る

と
、
３
月
の
０
・
７
％
上
昇
か
ら
４

月
は
０
・
４
％
上
昇
へ
鈍
化
し
て
お

り
、
単
月
の
伸
び
が
さ
ら
に
加
速
し

た
わ
け
で
は
な
い
。

物
価
指
標
の
一
部
に
鈍
化
の
兆
候

が
あ
る
こ
と
か
ら
、
市
場
で
は
新
議

長
の
下
で
Ｆ
Ｒ
Ｂ
が
利
下
げ
に
向
け

た
地
な
ら
し
を
進
め
る
の
で
は
な
い

か
と
い
う
見
方
も
出
や
す
い
。
た

だ
、
Ｆ
Ｒ
Ｂ
が
重
視
す
る
物
価
指
標

が
３
％
台
後
半
に
乗
せ
、
コ
ア
指
数

も
３
・
３
％
と
２
％
目
標
を
な
お
上

回
っ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
、

早
期
利
下
げ
を
織
り
込
む
に
は
材
料

５
月
の
日
経
平
均
株
価
は
続
伸
基

調
で
月
末
を
迎
え
、
史
上
最
高
値
更

新
を
連
発
し
た
。
た
だ
、
最
高
値
実

現
の
原
動
力
と
な
っ
た
の
は
、
ソ
フ

ト
バ
ン
ク
グ
ル
ー
プ
（
Ｓ
Ｂ
Ｇ
）
を

筆
頭
に
、
キ
オ
ク
シ
ア
、
東
京
エ

レ
ク
ト
ロ
ン
な
ど
ご
く
少
数
の
Ａ

Ｉ
・
半
導
体
関
連
株
で
あ
る
。
な
か

で
も
Ｓ
Ｂ
Ｇ
の
貢
献
は
抜
き
ん
出
て

お
り
、
時
価
総
額
は
６
月
早
々
、
ト

ヨ
タ
自
動
車
を
抜
い
て
日
本
１
位
と

な
っ
た
。
時
価
総
額
ト
ッ
プ
企
業
の

交
代
は
Ｎ
Ｔ
Ｔ
ド
コ
モ
か
ら
ト
ヨ
タ

へ
代
わ
っ
た
２
０
０
３
年
以
来
、
22

年
半
振
り
の
こ
と
で
あ
る
。

５
月
の
史
上
最
高
値
更
新
が
Ｓ
Ｂ

Ｇ
の
孤
軍
奮
闘
に
と
ど
ま
る
の
で
あ

れ
ば
、
日
経
平
均
株
価
の
先
行
き
は

安
心
で
き
な
い
が
、
株
式
市
場
で
は

熟
し
切
っ
た
株
式
に
代
わ
る
新
顔
を

探
し
て
い
た
よ
う
だ
。村
田
製
作
所
、

イ
ビ
デ
ン
、
ロ
ー
ム
、
太
陽
誘
電
と

い
っ
た
Ａ
Ｉ
・
半
導
体
関
連
の
準
大

手
と
も
い
う
べ
き
企
業
の
株
価
が
５

月
に
急
上
昇
し
た
。
こ
れ
は
い
わ
ゆ

る
循
環
物
色
の
動
き
が
起
き
た
こ
と

を
物
語
る
。
こ
の
動
き
は
市
場
の
過

熱
を
避
け
、
仮
に
調
整
に
な
っ
て
も

大
き
な
も
の
に
な
ら
な
い
こ
と
を
意

味
し
て
い
る
。

不
足
だ
ろ
う
。む
し
ろ
、ウ
ォ
ー
シ
ュ

氏
が
Ｆ
Ｒ
Ｂ
議
長
に
就
任
し
た
直
後

に
、
物
価
指
標
が
再
び
上
向
い
た
こ

と
の
意
味
は
小
さ
く
な
い
。

パ
ウ
エ
ル
前
議
長
は
、
慎
重
姿
勢

を
維
持
し
て
き
た
だ
け
に
、
ウ
ォ
ー

シ
ュ
氏
の
就
任
は
市
場
に
利
下
げ
期

待
を
抱
か
せ
や
す
い
面
が
あ
る
が
、

実
際
は
政
策
運
営
を
タ
カ
派
方
向
に

縛
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
も
ち
ろ

ん
、
４
月
の
Ｐ
Ｃ
Ｅ
が
前
月
比
で
鈍

化
し
た
こ
と
を
み
れ
ば
、
Ｆ
Ｒ
Ｂ
が

た
だ
ち
に
一
段
の
引
締
め
に
動
く
と

み
る
の
は
早
計
だ
。
し
か
し
、
総
合

で
３
・
８
％
、
コ
ア
で
３
・
３
％
と
い

う
水
準
は
、
利
下
げ
を
急
ぐ
に
は
な

お
高
い
。
Ｆ
Ｒ
Ｂ
が
物
価
抑
制
を
優

先
す
れ
ば
、
米
金
利
と
ド
ル
調
達
コ

ス
ト
の
高
止
ま
り
が
続
き
、
為
替
予

約
コ
ス
ト
や
輸
入
原
価
、
海
外
子
会

社
向
け
資
金
に
も
影
響
が
及
ぶ
。
特

に
今
後
も
ド
ル
建
債
務
を
抱
え
る
企

業
で
は
注
意
が
必
要
と
な
り
、
借
入

条
件
の
確
認
も
重
要
と
な
る
。

ウ
ォ
ー
シ
ュ
新
議
長
の
政
策
運
営

は
、
米
国
市
場
だ
け
で
な
く
、
日
本

企
業
の
外
貨
建
資
金
繰
り
に
も
波
及

す
る
局
面
に
入
っ
て
い
る
と
い
え
る

だ
ろ
う
。

５
月
の
日
本
市
場
の
動
き
は
、
史

上
最
高
値
に
達
し
た
株
価
が
戻
り
売

り
の
懸
念
が
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、

さ
ら
に
上
値
を
追
お
う
と
は
せ
ず
、

反
対
に
リ
ス
ク
が
表
面
化
し
て
も
、

シ
ョ
ッ
ク
売
り
は
極
大
化
し
な
い
だ

ろ
う
、
と
い
っ
た
こ
と
を
予
想
さ
せ

る
。日

経
平
均
株
価
は
５
月
末
ま
で
に

年
初
来
32
％
上
昇
し
た
。
Ｔ
Ｏ
Ｐ
Ｉ

Ｘ
は
同
時
期
に
16
％
の
上
昇
で
あ

る
。
日
経
平
均
株
価
は
値
嵩
株
効
果

に
よ
っ
て
割
高
に
表
示
さ
れ
る
傾
向

が
あ
る
と
い
っ
て
も
、
今
年
後
半
も

同
じ
ペ
ー
ス
で
上
昇
を
続
け
る
こ
と

は
予
想
し
に
く
い
。も
し
、上
昇
ペ
ー

ス
が
前
半
と
変
わ
ら
な
け
れ
ば
、
そ

の
次
の
調
整
が
大
き
く
な
る
だ
け
で

あ
る
。

反
対
に
、
企
業
収
益
は
１
桁
増
益

予
想
と
堅
調
見
通
し
で
あ
り
、
ま
た

イ
ラ
ン
情
勢
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
情
勢
な

ど
国
際
環
境
の
悪
化
が
も
た
ら
す
世

界
経
済
、
日
本
経
済
へ
の
ダ
メ
ー
ジ

は
極
端
な
も
の
に
な
ら
な
い
と
の
見

方
が
強
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
つ
ま
り
、
株
価
大
暴
落
と
い
っ

た
事
態
は
避
け
ら
れ
よ
う
。


